
 

以 上 

 

  

平成29年9月28日 

各  位 

会 社 名  ミサワホーム株式会社 

代表者名   代表取締役 磯貝 匡志 

（コード番号1722 東証・名証第一部） 

問合せ先  経営企画部長 苅米 信俊 

（TEL：03-3349-8088） 

 

創立50周年記念株主優待に関するお知らせ 

 

 当社は、下記のとおり創立50周年記念株主優待を実施することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．記念株主優待実施の理由 

   当社は、平成29年10月1日に創立50周年を迎えます。これもひとえに株主の皆様はじめ、関係各位の

長年にわたるご支援の賜物と心より感謝申し上げます。つきましては、株主の皆様の日頃からのご支援に感

謝の意を表すため、創立50周年記念株主優待を実施することといたしました。 

    

２．記念株主優待の内容 

（1） 対象となる株主様 

    平成 29年 9月 30日及び平成 30年 3月 31日現在の当社株主名簿に記録された 1単元（100株）以上保

有されている株主様を対象といたします。 

 

（2） 株主優待の内容 

   住宅の購入時及びリフォーム時の割引を現行の割引率からさらに１％プラスいたします。 

建物等区分 新割引率 利用条件（一部抜粋） 

工業化住宅 戸建住宅 建物本体価格の4％ ・ミサワホーム取扱店で利用可能 

・有効期限あり（年2回の発行月により異なる） 

・建物1棟又はリフォーム1回につき1枚利用可能 

・他のキャンペーンとの併用不可 

・譲渡可能 

賃貸住宅 建物本体価格の2％ 

分譲住宅 建物本体価格の4％ 

在来木造住宅 

（MJ Wood） 

戸建住宅 
工事請負価格の3％ 

賃貸住宅 

分譲住宅 建物本体価格の3％ 

リフォーム 工事代金の4％ ・100万円以上の工事に限る 

   ※利用条件については現行から変更ありません。詳細は当社ホームページ（ http://www.misawa.co.jp/corporate/ irinfo/ 

shareinfo/incentive.html ）にてご確認ください。 

 

（3）贈呈の時期 

   平成29年9月30日現在の対象となる株主様には、平成29年12月初旬に送付いたします中間株主通信

に同封してお送りする予定です。また、平成30年3月31日現在の対象となる株主様には、平成30年6月

下旬に送付いたします決議通知書に同封してお送りする予定です。 

 

３．その他 

   本記念株主優待は、期間限定にて行うものであり、適用期間終了後の継続の予定はございません。以後は

現行の株主優待制度の内容にて実施してまいります。 


